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就 活 生 の 企 業 選 び と

SDGs～（株）ディスコ調

査結果から 

 

 

◆ＳＤＧｓとは？ 

持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ：Sustainable 

Development Goals）とは、 

2015年９月の国連サミット

で加盟国の全会一致で採択

された、2030年までに達成

すべき、持続可能でよりよ

い世界を目指す国際目標で

す。「持続可能な世界」を

実現するために進むべき道

を具体的に示した指標であ

り、17のゴール・169のタ

ーゲットから構成されてい

ます。発展途上国のみなら

ず、先進国自身が取り組む

ユニバーサル（普遍的）な

ものであり、積極的に取り

組む企業も増えています。 

 

 

◆ＳＤＧｓへの取組み度合

いと就職志望度の関連 

企業のＳＤＧｓへの取組

みは、人材採用の面にも

影響があるのでしょう

か。 

就職志望度と関連につい

ての調査があります

（※）。それによると、Ｓ

ＤＧｓに積極的に取り組ん

でいることが、その企業へ

の志望度に「影響する」と

回答した学生は、「とても

影響する（志望度が上が

る）」「やや影響する」を

合わせて４割を超えており

（計 41.2％）、就活生の社

会貢献への関心の高さがう

かがえます。 

 

 

◆入社予定企業が取り組め

ると思うもの 

同調査によると、入社予

定企業が貢献できると思う

項目としては、「産業と技

術革新の基盤をつくろう」

（47％）「働きがいも経済

成長も」（46.1％）が圧倒

的に多く挙がりました。そ

して、「すべての人に健康

と福祉を」（32.6％）、

「住み続けられるまちづく

りを」（34.8％)、「つくる

責任つかう責任」

（29.1％）、「エネルギー

をみんなに、そしてクリー

ンに」（28.3％）、「ジェ

ンダー平等を実現しよう」

（20.9％）などが続いてい

ます。 

※株式会社ディスコ「就活

生の企業選びとＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）

に関する調査結果」PDF

〔調査対象：2022年３月

卒業予定の大学４年生

（理系は大学院修士課程

２年生含む） 

https://www.disc.co.jp/wp

/wp-

content/uploads/2021/09/s

dgsshu_202108.pdf 

 

 

11 月は「過労死等防止啓

発月間」です 

 

 

◆毎年 11 月は過労死等防止

啓発月間 

 厚生労働省では、11 月を

「過労死等防止啓発月間」と

定め、過労死等をなくすため



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にシンポジウムやキャンペ

ーンなどの取組みを行って

います。月間中は、各都道府

県において「過労死等防止対

策推進シンポジウム」を行う

ほか、「過重労働解消キャン

ペーン」として、長時間労働

の削減や賃金不払い残業の

解消などに向けた重点的な

監督指導やセミナーの開催、

土曜日に過重労働等に関す

る相談を無料で受け付ける

「過重労働解消相談ダイヤ

ル」等を行うとしています。 

 

 

◆過労死等とは？ 

 過労死等とは、過労死等防

止対策推進法第２条により、

以下の通り定義づけられて

います。 

 ●業務における過重な負

荷による脳血管疾患・心臓

疾患を原因とする死亡 

 ●業務における強い心理

的負荷による精神障害を

原因とする自殺による死

亡 

 ●死亡には至らないが、こ

れらの脳血管疾患・心臓疾

患、精神障害 

 

 

◆事業主が取り組むべきこ

と 

 職場で過労死等が発生す

ると、労働者やその家族の人

生設計を大きく狂わせてし

まうことはもちろん、訴訟と

なった際の企業への影響は

計り知れません。対策に取り

組むことが、労働者と企業を

守ることにつながります。

専門家の力や公的資料等を

活用しながら、以下の事項

について、積極的に取り組

んでいきましょう。 

 ●長時間労働の削減 

 ●ワーク・ライフ・バラン

スのとれた職場環境づく

り 

 ●メンタルヘルス対策 

 ●ハラスメント防止 

 ●相談窓口の周知 など 

 

【厚生労働省「11 月は「過

労死等防止啓発月間」です」 

https://www.mhlw.go.jp/s

tf/newpage_20865.html 

 

 

11 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の

減額承認申請書（10 月

31日の現況）の提出［税

務署］ 

 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第

～当事務所より一言～ 

 

寒くなってきました。 

皆様風邪などひかないよ

うにお気を付けください。 

プロ野球は阪神が2位で

終わり、ヤクルトが優勝、

パリーグはオリックスが

優勝で、去年最下位の 2 チ

ームが優勝したのはすご

いことです。クライマック

スシリーズ、日本シリーズ

も楽しみです。 

来年は日ハムの新庄監

督とやはり大谷翔平の活

躍が楽しみです。 

 

 

 

２期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の

納付＜第２期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


